


 

  



 

はじめに 
 

  

近年、集中豪雨や干ばつ、酷暑や大寒波などの異常気象が世界各地で頻発しています。 
また、日本列島を襲う台風は巨大化し、毎年全国で大きな被害をもたらしています。
これらの原因の一つに、温室効果ガスの排出増加による地球温暖化問題があります。 
 
江戸川区は、東西に江戸川、荒川などの大河が流れ、南は東京湾に面する水と緑豊か
なまちです。その反面、陸域の 70％が海抜ゼロメートル地帯であり、大規模水害をはじ
めとした地球温暖化による気候変動の影響を、真っ先に受ける地域でもあります。 
そこで江戸川区では、2008 年に「日本一のエコタウン」実現を目指して、本区らしさ
を活かした地球温暖化対策を推し進める「エコタウンえどがわ推進計画」（地域エネル
ギービジョン）を策定しました。そして、目指すべき温室効果ガス削減目標を掲げ、区
民・事業者・区が一体となってさまざまな取り組みを進めてきた結果、策定から 10年が
経過し、目標の達成が見込まれる状況にあります。 
しかし現在、地球温暖化は重要な局面を迎えています。2016 年 11 月に「パリ協定」
が発効し、京都議定書に代わる 2020 年以降の新たな国際的な枠組みが動き出しました。
これを受け、国は2030年度に2013年度比で温室効果ガスを26％、2050年度までに80％
削減するとした「地球温暖化対策計画」を閣議決定したところです。 
 
これまでの長い歴史の中で、江戸川区は区民の皆さんによる「環境をよくする運動」
をはじめとした「地域力」を中心にして、さまざまな環境問題に挑戦してきました。現
在は、ＮＰＯ法人えどがわエコセンターと連携し、「もったいない運動」や「エコカン
パニーえどがわ」など、区民の誰もが身近に環境問題に取り組める基盤が整っています。
本計画では、これまで区民と事業者、そして区が力を合わせて取り組んできたこうした
基盤を活かし、更には再生可能エネルギー、水素エネルギーなど、時代の流れに沿った
新たな技術を積極的に取り入れていくことを視野に、思い切った温室効果ガス削減目標
を掲げています。 
江戸川区の素晴らしい環境を次世代に引き継いでいくためにも、区民一人ひとりが限
りある資源を大切にし、環境に配慮したまち「日本一のエコタウン」を目指して取り組
んでまいりたいと思います。区民の皆さまのご協力をお願いいたします。 
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 新計画に求められるもの 

江戸川区をとりまく現状をふまえた取組が必要です 

江戸川区の地域特性 

「共育・協働」により培われた地域力 

江戸川区では約 280 の町会・自治会をはじめ、多くのボランティアグループや商工

団体などが、環境、子育て、健康・福祉など、様々な分野の取組を行っています。ま

た、えどがわエコセンターや江戸川総合人生大学、すくすくスクールなどの取組に、

多くの区民が参加しています。 

環境の分野においては、昭和 40 年代に始まった環境保全活動が「環境をよくする運

動」として発展を続けており、「環境をよくする運動中央大会」を毎年開催するなど、

身近な生活環境から地球規模の環境問題まで、幅広く積極的な取組を進めています。 

このように、区民と行政が互いに知恵を出し合い、率先して行動することから生ま

れる「地域力」を様々な取組に活かし、よりよい地域・環境づくりへとつなげて参り

ます。 

 

 

  

地域の美化活動 

第１章 
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水と緑の豊かな環境 

江戸川区は東京都の東端部に位置し、東に江戸川、西に荒川が流れ、南は東京湾に

面しています。公園面積（葛西海浜公園を除く）は約 360ha で、23区の中では最大で

す。 

全国の親水公園のさきがけとな

った古川親水公園をはじめ、小松川

境川親水公園、新左近川親水公園、

新長島川親水公園、一之江境川親水

公園の 5公園を有しています。 

親水公園の総延長は9,610ｍに及

び、親水緑道は、18 路線、総延長

は 17,680ｍに及んでいます。親水

公園、親水緑道が区内を縦横に流れ

る水辺の街を形成しています。 

これらの親水公園では、「愛する

会」や「緑のボランティア」による

清掃活動、花壇・樹木の手入れなど

が行われ、地域の輪が広がっています。 

水と緑あふれる環境を活かした取組を進め、将来にわたって豊かな自然環境を維持

して参ります。 

 

 

活力のあるまち 

江戸川区の人口及び世帯数は増加の傾向にあり、今後数年間は人口が増加すること

が見込まれます。しかし、世帯あたりの人員が減少しているほか、年少人口（14 歳以

下）の減少や老年人口（65歳以上）の増加により高齢化が進みつつあります。 

江戸川区は、区民のうち、就業

者の約6割が区外で働いている一

方、区内就業者の約 6割が区内に

住んでおり、職住近接のまちと言

えます。 

区内に暮らし働くすべての人々

が活躍できる取組を展開し、まち

の活力をさらに高めて参ります。 

 

  

江戸川マラソン大会 

小松川境川親水公園 
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地球温暖化問題と江戸川区への影響 

2100 年の世界の平均気温は、現

在と比較して0.3～4.8℃上昇すると

予測されています。 

「地球温暖化※」と呼ばれる現象

は、人間の活動によって排出される

二酸化炭素※などの温室効果ガス※

の排出量の増加によって引き起こ

されると考えられています。 

この予測のとおりに地球温暖化が

進むと、真夏日や集中豪雨などの異

常気象が増えたり、農作物の収穫に

影響が出たりするほか、熱中症の増加や熱帯性感染症の発生、生態系の変化などの問

題が発生することも懸念されており、江戸川区民の生活にも様々な影響が出ると考え

られます。 

身近に迫る地球温暖化のリスクを抑制するため、世界では「パリ協定※」が発効され、

世界共通の目標を達成するための地球温暖化対策の具体化が始まっています。 

わが国では、温室効果ガスの排出量を 2050 年に現状から 80％削減することを長期

的な目標に掲げるとともに、中期目標として 2030 年度に 2013 年度比で 26％削減す

ることとし、各種の対策を進めています。 

江戸川区においても、2008 年に「エコタウンえどがわ推進計画」を策定し、地球温

暖化対策に取り組んできましたが、今後、これまで以上に、区民・事業者・区が一体

となって取り組むことが必要です。 

 

地球温暖化に関わる社会の動向 

技術の進展に合わせた取組の必要性 

現在までに、身の周りにある家電製品から、事務所・工場などで使用する設備・機

器まで、あらゆる種類の機器等の高効率化が進められ、エネルギー効率は格段に進歩

してきました。 

また、エネルギー供給の分野では、再生可能エネルギーの固定価格買取制度などに

より、太陽光、風力などの自然エネルギーの導入が進んでいるほか、コージェネレー

ション※などの高効率なエネルギー利用技術の導入も拡大しています。近年では燃料電

池自動車の市販が開始されるなど、新たなエネルギー源として、水素エネルギー※の本

格的な利用も期待されています。 

今後、このような技術の進展はさらに加速し、IoT※、AI※等の急速な普及によって、

わたしたちのライフスタイルやビジネスのあり方が大きく変化するような省エネルギ

ー技術、環境負荷の低い製品・サービスの普及など、社会経済の転換が起こる可能性

も考えられます。このようなイノベーションが進むなか、江戸川区においても、技術

の進展に沿った対応が求められます。 

※観測場所は 2014 年 12 月に移転している（図中緑破線）。 

出典：東京管区気象台ホームページ

図 １-１ 東京における猛暑日の日数 
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世界の一員としての取組の必要性 

2015 年に採択された国連の持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: 

SDGs※）では、地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）のなかで、豊かな経済や社

会をいかに追求するかという観点から、世界の国々が、それぞれの環境・経済・社会

の課題に取り組むことが求められています。 

江戸川区においても、地域独自の視点を取り入れ、SDGs の考え方を活用して地域に

おける課題の改善に取り組んでいくことが求められます。SDGs の目標達成には、行政、

地域、企業、大学、NGO、区民等のあらゆるステークホルダーが参画する「全員参加型」

の取組が不可欠です。環境教育や持続可能な開発のための教育（Education for 

Sustainable Development: ESD※）を通じた環境意識の醸成、多様な主体のパートナーシ

ップを促進するための施策等、持続可能な社会づくりのために、区が積極的にその役

割を果たしていくことが重要です。 

 

 

SDGs は、2015 年

の国連総会で採択され

た 2016 年から 2030

年までの国際目標です。

17 の目標とそれらに付

随する 169 のターゲッ

トから構成されており、

環境・経済・社会の3つ

の側面を統合的に解決

する考え方が強調され

ています。 

SDGs では、豊かな国も、 

貧しい国も、それぞれが自らの国内における課題をふまえ、国際社会全体として、将来にわた

って持続可能な発展ができるよう、取り組んでいくことが必要とされています。 

日本では、わが国の現状を踏まえたSDGs の実施指針を定め、8つの優先課題に基づく取組

を展開しています。環境面では、省エネルギー、再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型

社会、生物多様性、森林、海洋等の環境保全が優先課題として掲げられています。 

江戸川区においても、日本の優先課題に対応する積極的な取組の展開を進めており、本計画

は、優先課題の一つである気候変動への対策に焦点を当てるものです。今後、温室効果ガス排

出削減のための省エネ対策をはじめ、気象災害への備えや、気候の変化への適応など、様々な

角度から気候変動対策の取組を進めて行く必要があります。本計画は、エコタウンえどがわと

して、地球温暖化対策を中心とした目標・施策・取組を定め、区民や事業者による行動を促し、

区自身が率先的に取り組んでいくための手引きとなるものです。区が各主体の取組を支援し、

連携を促進することにより、地球温暖化対策の側面から、SDGs が掲げる、より持続可能な社

会づくりに貢献します。 

出典：国際連合広報センター ホームページ 

コラム 
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 エコタウンえどがわ推進計画の取組と関連する SDGs の項目  

 

目標 4：すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、

生涯学習の機会を促進する 

 

目標 7：すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的な

エネルギーへのアクセスを確保する 

 

目標 9：レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産

業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る 

 

目標 11：都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持

続可能にする 

 

目標 12：持続可能な消費と生産のパターンを確保する 

 

目標 13：気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る 

 

目標 15：陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可

能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の

阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

※本計画の取組は第 3章から第 5章に掲載があります。 

太陽光発電などの再生可能エネルギーや先進的な省エネルギ

ー技術の導入及び普及のための取組を進めます。 

事業者による省エネ・省資源の取組や、環境配慮型製品の開発

などへの支援を行います。 

低炭素なエネルギーを使うまちづくり、水と緑の豊かなまちづ

くりや、災害に強い安心なまちづくりを進めます。 

もったいない運動などにより、ものを無駄にしないライフスタ

イルを推進します。また、食品ロスの削減に取り組みます。 

温室効果ガスの排出を減らすための取組や、気候変動による影

響に適応するための対策を進めます。 

環境に関する講座・講習会、体験型環境学習などの場の提供に

よって、区民や事業者の学びを促進します。 

区内の緑を保全するとともに、国産木材の活用によって森林資

源の持続可能な利用を推進します。 
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地球温暖化の防止には、温室効果ガスの大幅な削減が必要です 

前計画は目標を達成 

前計画では、民生業務部門※と運輸部門※の排出量の削減が進み、2008 年度から 2012

年度までの平均で、2004 年度比 8.6％にあたる 208 千 t の二酸化炭素を削減し、第 1

次目標を達成しました。第 2次目標に向けては、2014 年度までに 2004 年度比 16.9％

にあたる 408 千 t の二酸化炭素を削減しており、目標達成に向けて順調に削減傾向を

維持しています。1 

前計画（2008（平成 20）～2017（平成 29）年度）の目標 

第 1次目標 2008（平成 20）～2012（平成 24）年度までの 5年間で 

エネルギー起源二酸化炭素※を 

平均して年間 16 万ｔ（2004 年度比 6％）削減する 

第 2次目標 2017（平成 29）年度にエネルギー起源二酸化炭素を 

年間 34 万ｔ（2004 年度比 14％）削減する 

 

表 １-１ 目標の達成状況 

単位：千 t-CO2 

 基準年度 
第 1 次目標 

2008-2012 

第 2 次目標 

2014 時点 

部門 2004 平均排出量平均削減量基準年度比 排出量 削減量 基準年度比

産業 259 278 +19 +7.4％ 216 ▲42 ▲16.3%

民生家庭 768 786 +17 +2.3％ 756 ▲13 ▲1.7%

民生業務 502 456 ▲46 ▲9.1％ 414 ▲88 ▲17.6%

運輸 839 622 ▲217 ▲25.8％ 548 ▲291 ▲34.7%

廃棄物 49 67 +18 +36.7％ 76 +27 +55.0%

合計 2,417 2,209 ▲208 ▲8.6％ 2,009 ▲408 ▲16.9%
※ 電力の二酸化炭素排出係数※は基準年度（2004 年度）に固定して算定。 

※ 上記の排出量は、小数点以下第一位を四捨五入して表記しているため、合計値等が一致しない場合があります。 

 

※ 電力の二酸化炭素排出係数は基準年度（2004 年度）に固定して算定。 

図 １-２ 部門別二酸化炭素排出量の推移  

                                      
1 資料編 P117 参照 

259 262 262 312 301 289 272 269 258 235 216

768 819 790 784 765 785 835 777 767 787 756

502 465 473 479 502 456 478 425 422 422 414

839 767 752 706 680 673 595
599 565 554 548

49 48 37 40 52 60 73
74
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▲ 2.3% ▲ 4.3% ▲ 4.0% ▲ 4.8% ▲ 6.4% ▲ 6.8% ▲ 11.4% ▲ 13.6% ▲ 14.0% ▲ 16.9%

%は2004年度比の削減率
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2014 年度までの二酸化炭素排出量の部門別割合を見ると、民生家庭部門※、民生業

務部門は増加傾向にあり、産業部門※、運輸部門は減少傾向にあることがわかります。 

 

※ 電力の二酸化炭素排出係数は基準年度（2004 年度）に固定して算定。 

図 １-３ 江戸川区における二酸化炭素排出量の部門別内訳の推移 

 

もったいない運動の展開などにより世帯あたりの排出量は減ってきていますが、主

に世帯数が増えていることなどにより、民生家庭部門全体としての排出量は概ね横ば

い傾向にあります。民生業務部門は、建物の延床面積が微増傾向であったのに対し、

床面積あたりの排出量が減っており、全体としての排出量は減少しました。 

 

 

※ 電力の二酸化炭素排出係数は基準年度（2004 年度）に固定して算定。 

図 １-４ 民生家庭部門（左図）、民生業務部門（右図）の排出動向 
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東京都と比較しても削減が進んでいます 

同じ時期の東京都全体の二酸化炭素排出量と比較した場合、総排出量、民生家庭部

門、民生業務部門のいずれも江戸川区の削減割合が高くなっており、もったいない運

動をはじめとする区民や事業者の取組の効果がでていると考えられます。 

 

表 １-２ 東京都と江戸川区における二酸化炭素排出量の推移の比較 

単位：千 t-CO2 

区分 
排出量 増減 

2004 年度 2012 年度 排出量 比率 

総排出量 
東京都 57,600 51,020 ▲6,580 ▲11.4％

江戸川区 2,417 2,087 ▲330 ▲13.7％

民生家庭 
東京都 14,470 15,120 +650 +4.5％

江戸川区 768 767 ▲1 ▲0.1%

民生業務 
東京都 20,800 18,880 ▲1,920 ▲9.2％

江戸川区 502 422 ▲80 ▲15.9％

出典：東京都「都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査」平成 29 年 3月 

 

地球温暖化を防ぐには、さらに削減が必要です 

気候変動によるリスクを抑えるためには、2050 年までの気温の変化を 2℃以内にと

どめる必要があり、そのためには 40～70％の温室効果ガス排出削減が必要です。 

 
出典：環境省「平成 28 年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」 

図 １-５ 気候変動によるリスク、気温の変化、CO2累積排出量及び温室効果ガス年間排出量変化の関係 
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パリ協定が世界の平均気温上昇を 1.5℃に抑える努力を追求すると言及したことを

踏まえ、わが国は 2050 年までに 80％の温室効果ガス排出削減を目標としています。

中期的な目標として、政府は 2030 年度に 26％の削減（2013 年度比）、東京都は 2030

年までに 30％の削減（2000 年比）をめざしています。 

江戸川区がこの水準の目標を達成するためには、区民（民生家庭部門）は現状より

40％程度の削減が必要となります。1 人あたりにすると、１年間の排出量を 1.44 t か

ら 0.86 t に 0.58 t（580 kg）減らすことになります。 

 

表 １-３ わが国の各部門の排出削減の目安 

単位：百万 t-CO2 

区分 
2005 年度 
実績 

2013 年度 
実績 

2030 年度の各部門
の排出量の目安 

2013 年度比 
削減率 

エネルギー起源 CO2 1,219 1,235 927 24.9％

産業部門 457 429 401 6.5％

業務その他部門 239 279 168 39.8％

家庭部門 180 201 122 39.3％

運輸部門 240 225 163 27.6％

エネルギー転換部門※ 104 101 73 27.7％

出典：政府「地球温暖化対策計画」平成 28 年 5月 

表 １-４ 江戸川区の民生家庭部門の排出削減目安 

 2013 年度実績 2013 年度比 40％削減 

人口 674,755 人 674,755 人

民生家庭部門 CO2排出量 970,039 t-CO2 582,023 t-CO2
1 人あたり CO2排出量 1.44 t-CO2 0.86 t-CO2

 

表 １-５ 東京都の温室効果ガス排出削減目標 

 
出典：東京都「環境基本計画 2016」平成 28 年 3月 
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確実に進んでいる気候変動への対応が必要です 

わが国の平均気温は上昇傾向にあり、豪雨等の極端な気象現象の増加による被害や影響

が高まることが懸念されています。そのため、温室効果ガスの排出削減とともに、気候変

動への備えが必要となっています。 

2016 年時点の上昇率は 100 年あたり 1.19℃で、季節別には、春は 1.38℃、夏は 1.08℃、

秋は 1.20℃、冬は 1.11℃の割合で上昇しています。 

 

※細線（黒）は、国内15観測地点での年平均気温の基準値からの偏差を平均した値。太線（青）は偏差の5年移動平均、

直線（赤）は長期的な傾向。基準値は 1981～2010 年の平均値。 

出典：気象庁「気候変動監視レポート 2016」 

図 １-６ 日本における年平均気温の経年変化（1898～2015 年） 

 

日降水量 100mm 以上の日数は過去 116 年間で増加、日降水量 200mm 以上の日数も増

えています。 

 
※ 折れ線は 5年移動平均、直線は期間にわたる変化傾向を示す。 

出典：気象庁「気候変動監視レポート 2016」 

図 １-７ 日降水量 100 mm 以上（左図）、200 mm 以上（右図）の年間日数の経年変化
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表 １-６ わが国で想定されている気候変動による影響と適応策 

区分 気候変動影響 適応策 

■農業、森林・林業、水

産業 

高温による一等米比率の低下

や、りんご等の着色不良等 

水稲の高温耐性品種の開発・普及、果

樹の優良着色系品種等への転換等 

■水環境・水資源 

水温、水質の変化、無降水日数

の増加や積雪量の減少による渇

水の増加等 

湖沼への流入負荷量低減対策の推進、

渇水対応タイムラインの作成の促進等

■自然生態系 

気温上昇や融雪時期の早期化等

による植生分布の変化、野生鳥

獣分布拡大等 

モニタリングによる生態系と種の変化

の把握、気候変動への順応性の高い健

全な生態系の保全と回復等 

■自然災害・沿岸域 

大雨や台風の増加による水害、

土砂災害、高潮災害の頻発化・

激甚化等 

施設の着実な整備、設備の維持管理・

更新、災害リスクを考慮したまちづく

りの推進、ハザードマップや避難行動

計画策定の推進等 

■健康 
熱中症増加、感染症媒介動物分

布可能域の拡大等 
予防・対処法の普及啓発等 

■産業・経済活動 
企業の生産活動、レジャーへの

影響、保険損害増加等 

官民連携による事業者における取組促

進、適応技術の開発促進等 

■国民生活・都市生活 
インフラ・ライフラインへの被

害等 

物流、鉄道、港湾、空港、道路、水道

インフラ、廃棄物処理施設、交通安全

施設における防災機能の強化等 

出典：政府「気候変動の影響への適応計画」平成 27 年 11 月 
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もったいない運動は着実に広がっていますが、さらに浸透が必要です 

もったいない運動えどがわ 

もったいない運動の参加者は着実に増加し、2006 年度当初の 1 万人から、2016 年

度までに 11万人を超える区民運動となっています。 

本計画の策定にあたり実施した区民アンケートの結果2から、もったいない運動を「知

っている」及び「参加している」区民の割合はともに、前計画策定時に実施した同様

のアンケートの結果と比較して増えていることがわかりました。一方で、もったいな

い運動を「知らない」と回答した区民のうち、この運動に「関心がある」と回答した

区民の割合は前計画策定時と比較して少な

くなっていることが明らかになりました。 

今後はこれまでの取組を継続しつつ、関心

の低い区民へのはたらきかけを進め、さら

に多くの区民の参加を促進していくことが

必要です。また、参加を呼びかけるととも

に、取組の実践によって着実に省エネ行動

を定着させ、温室効果ガス排出量の削減に

つなげていくことが重要です。 

 

 

                                      
2 資料編 P93～94参照 

本来、私たちは、省エネ・省資源やごみ減量に取り組むもったい

ないの心、すなわち、豊かな自然を守り将来世代に引き継いでいこ

うという心を持っています。一人ひとりが環境への配慮を心がけ、

日々の暮らしの中で身近な省エネ・ごみ減量などに取り組むこと、

それが「もったいない運動えどがわ」です。 

江戸川区では、えどがわエコセンターが中心となり、2006年度

から区民のみなさんと一緒に「もったいない運動えどがわ」に取り

組んでいます。 

具体的には、区民・事業者が行う省エネなどの取組方法をわかり

やすくまとめた冊子の配布や、地域の様々なイベントにおける PR

活動の実施、また、毎年6月には、環境フェア・環境をよくする運

動中央大会で、区民・事業者・学校の中から、もったいない運動の

優れた取組の表彰なども行っています。 

区民一人ひとりがもったいない運動に取り組むことで、この計画に掲げる日本一のエコタウ

ンを実現し、素晴らしい地球環境を将来に引き継ぐことにつながります。 

図 １-８ もったいない運動登録者数 
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エコカンパニーえどがわ 

もったいない運動えどがわの事業所版である、エコカンパニーえどがわの登録事業

所数は 2016 年度時点で 355 事業所と、着実に増加しています。 

本計画の策定にあたり実施した事業者アンケートの結果3からも、もったいない運動

を「知っている」及び「エコカンパニーえどがわに参加している」事業者の割合はと

もに、前計画策定時に実施した同様のアンケートの結果と比較して増えていることが

わかりました。一方で、もったいない運動を

「知らない」と回答した事業者のうち、エコ

カンパニーえどがわに「関心がある」と回答

した事業者の割合は前計画策定時と比較し

て少なくなっていることがわかりました。 

今後も区内事業者へのはたらきかけを進

め、さらに多くの事業者の参加を促進してい

くことが必要です。また、各事業所における

省エネの取組を定着させ、温室効果ガス排出

量の削減につなげていくことが重要です。 

 

 

 

                                      
3 資料編 P105 参照 

 

もったいない運動の事業所版「エコカンパニーえどがわ」は、区内事業者が環境にやさし

い事業運営に取り組むための江戸川区版環境マネジメント制度で、国の制度（エコアクショ

ン 21）や国際規格（ISO14001）などと比べて、簡素で取り組みやすいことが特長です。 

 「エコカンパニーえどがわ」に登録すると  
１ 江戸川区のホームページに「環境取組事業所」として事業所名が掲載されます。 
２ エコカンパニーえどがわの登録事業者は、江戸川区の斡旋融資が受けられます。 
３ えどがわエコセンターが主催する講演会・日帰りバス研修会に優先的にご案内します。

４ 環境や、エコに関する最新の情報をホームページや情報紙などで提供しています。 

※参加要件など詳しい内容については、えどがわエコセンターのホームページを参照して下さい。
（http://edogawa-ecocenter.jp/ecocompany/）

エコカンパニーえどがわに参加するメリット 

◇地球温暖化対策 ◇従業員の環境意識向上 ◇企業の社会的責任を実践 

◇省エネ・省資源などでコスト削減 ◇外部 PRなどで企業価値向上 

区内事業者が環境活動に

取り組むことを宣言し、区に

『環境取組事業所』として登

録、その活動結果を定期的 

（年 1回）に、エコレポート（環境活動報告書）にまとめ、提出する制度です。 

 制度の概要  

図 １-９ エコカンパニー登録事業所数 

11
55

79

129
160

196
217 226

241

294

355

0

50

100

150

200

250

300

350

400
累計

(年度)

(事業所)

コラム 



 

15 

 

 

第２章 目 標 



 

16 

 目 標 

「日本一のエコタウン」をめざします 

江戸川区では「日本一のエコタウン」をめざし、もったいない運動の積極的な展開によ

って、温室効果ガス排出量を前計画の第 1次削減目標を上回って削減し、第 2次目標に向

けても順調に削減傾向を維持する結果となりました。 

本計画でも暮らしやすいまちづくりを推進する江戸川区の方向性や、前計画で進めてき

たもったいない運動を中心とした取組と成果を活かし、引き続き「日本一のエコタウン」

をめざした取組を、区民や事業者とともに推進します。 

「日本一のエコタウン」をめざすにあたり、2015 年に定められた国連の持続可能な開発

目標（SDGs）など、世界的な地球温暖化対策の方向性や考え方を踏まえた取組を進めるこ

ととします。 

これは江戸川区が、世界の一員として積極的に温室効果ガス排出量を減らし、環境に配

慮し、持続可能な「エコタウン」づくりを行おうとするものであり、区民や事業者のみな

さんと以下の分野で「日本一」をめざしていきます。4 

 

 

  

                                      
4 資料編 P64 参照 

★ 区民のもったいない運動へ 

の参加率 

★ 事業者のエコカンパニー 

えどがわへの参加率 

★ 小中学校での教育・取組 

★ 事業者のエコカー導入率 

★ 再生可能エネルギーの 

導入率 

★ 家庭の温室効果ガス排出量 

★ オフィスなどの業務による 

温室効果ガス排出量 

★ 家庭・事業者によるごみの 

排出量 

参 加 

削 減 転 換 

第２章 
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温室効果ガスの削減に意欲を持って取り組みます 

江戸川区の温室効果ガス排出量は、今後、ゆるやかに減っていくと見込まれますが、国

や東京都が掲げる 30％前後の排出削減を実現するためには、さらなる対策が必要です。 

これまで取り組んできた地球温暖化対策を継続し、国や東京都と連携した取組を行うこ

とによって必ず達成すべき削減目標を定めるとともに、区民や事業者の省エネ努力をさら

に拡大し、再生可能エネルギー電源を積極的に利用することを念頭においた意欲的な削減

目標を定めます。 

加えて、計画の推進によって、もったいない運動をはじめとする区民や事業者の省エネ

対策が飛躍的に進み、家庭やオフィスなどで使う電気をすべて再生可能エネルギーにする

など、取組の効果が最大限に引き出された場合の削減量を設定します。 

なお、目標年度（2030 年度）までの期間が比較的長いことから、計画期間の 5年目（2022

年度）、10年目（2027 年度）の削減目安を設定します。5 

 
※1 2022 年度までの削減目標：政府の「地球温暖化対策計画」の「2020 年度の削減量」に基づく 

※2 2027 年度までの削減目標：2022 年度から 2030 年度まで毎年均等に排出量を削減した場合の値 

  
図 ２-１ 温室効果ガス排出削減目標  

                                      
5 資料編 P132～137 参照 

温室効果ガス排出量の削減目標（2013 年度比） 

【必達】2030 年度までに 30％削減 

2022 年度までの削減目安：10％※1 
2027 年度までの削減目安：29％※2【必達】24％ 
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第3章 先進的な取組 
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 先進的な取組 

日本一のエコタウンをめざす江戸川区が、中期的な視点で温室効果ガス排出削減をめざ

すために実施を検討する取組を定めます。 

 

RE100 によるゼロエミッションシティの構築に向けて 

目的 

区民や事業者の省エネ行動の促進、国が推進する住宅・オフィスの省エネ性能向上

やエネルギー効率の高い設備の導入と運用6によって、エネルギー消費量を削減します。

そのうえで「RE100※（すべてのエネルギーを再生可能エネルギーに転換）」の実現によ

る、正味の温室効果ガス排出ゼロのまち「ゼロエミッションシティ」をめざします。 
 

内容 

区内のエネルギーを再生可能エネルギーに転換するため、もったいない運動を区民

や事業者とともに進め、省エネによってエネルギー消費を大幅に減らします。そのう

えで、区内のエネルギーを再生可能エネルギーに転換し「RE100」の実現をめざします。 
 

(1) もったいない運動の展開による省エネ行動 

区民や事業者の地球温暖化対策に対する理解を深め、すべての区民が省エネ行動

をとることをめざします。 

(2) 高効率照明や空調設備、断熱性の高い建物の導入 

住宅やオフィスのエネルギー利用を効率化するため、ZEB※（ネット・ゼロ・エネルギー・

ビル）や ZEH※（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）を含む省エネ設備の導入を進めます。 

(3) 区内外の再生可能エネルギーの活用 

区内の太陽光発電を区内で活用する仕組みをつくり、さらに区外に再生可能エネ

ルギーの電源を確保します。 
 

イメージ図 

 

  

                                      
6 資料編 P113 参照 

第３章 

屋上緑化

昼光利用
高断熱化

自然換気

地中熱利用 定置用蓄電池
高効率熱源

高効率空調設備

高効率照明器具

（ＬＥＤ電球など）

太陽光発電

ＲＥ100％

太陽熱温水器

高断熱

二重サッシ

高効率給湯機
（エコキュートなど )
・エネファーム

蓄電池
ＬＥＤ

植栽

ＺＥＢ ＺＥＨ

涼風涼風

ＨＥＭＳ

※SDGs のアイコンの 

説明は P6を参照 



 

 

21 

江戸川区におけるRE100の実現と地域新電力会社※のしくみ

国の試算によると、江戸川区の太陽光発電導入ポテンシャルは、住宅用建物で 332

千 kW、公共系建物等で 103 千 kW となっています7。江戸川区内で使う電力をすべて

再生可能エネルギーでまかなおうとする場合、このポテンシャルの最大限まで太陽光

発電を導入したうえで、さらに区外から再生可能エネルギーを調達する必要がありま

す。区外から調達する再生可能エネルギーの必要量は、太陽光発電の容量で約 1,228

千 kW、風力発電で 683 千 kW となります。これは、住宅用太陽光発電で約 272,824

世帯分（4.5kW/世帯）、あるいは風車で約 342 基分（2MW/基）に相当します。 

地域で発電した再生可能エネルギーを地域で消費し、地域外からより環境にやさし

いエネルギーを調達する動きは、東日本大震災をきっかけとしたエネルギーの安全・

安心の確保や、国による再生可能エネルギー固定価格買取制度の開始などを契機に高

まっています。このように、再生可能エネルギーの地産地消や区域外からの調達を行

う手法として、「地域新電力会社」の設立が全国で進んでおり、RE100 を実現するう

えでの手段の一つと考えられます。 

地域新電力のメリットとしては、以下の点が挙げられます。 
 

○ 公共施設の電力コストを削減できる 

○ 地域企業や住民に対して（安価で）安全・安心な電力供給が可能になる 

○ 再生可能エネルギーの導入・開発を促進できる 

○ 地域で活用する再生可能エネルギー比率を高めることができる 

○ 地域での発電事業の形成を通じて、雇用創出や地域内資金循環を図ることができる 

○ 緊急時のエネルギー確保につながる等 
 

 

地域新電力会社のイメージ図 

 

 

  

                                      
7 平成 24 年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報整備報告書（環境省） 

バイオマス発電 

風力発電等 

需給管理 

会社等 

地域外の再生可能エネルギー 

メガソーラー 

太陽光余剰電力 住宅

事務所

公共施設

産業施設
その他の電力会社 

電力
調達

地域内の再生可能エネルギー 

地域新電力会社

電力
調達

電力
調達

電力
供給

電力
供給

電力
供給

電力
供給
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水素社会の構築に向けて 

目的 

都市ガスの改質などによる水素燃料の普及を経た次の段階として、再生可能エネル

ギー由来の水素を活用することで低炭素化を実現し、副生水素など多くの供給源を持

つ、多重化による安心を実現する水素社会の実現をめざします。 
 

内容 

江戸川区において、低炭素型の水素を利活用する仕組みの構築をめざします。その

ため、水素を「つくる」、水素を「供給する」、水素を「つかう」ための事業の構築

を区内の事業者等と連携して進めます。 

(1) 区内への水素供給（水素ステーション） 

区内未整備の水素ステーションの整備を要請します。 

(2) FCV※や燃料電池※：家庭用（エネファーム※）、産業用・業務用の普及 

FCV の公用車への採用、運輸事業者への導入を進めます。また、燃料電池（エネ

ファーム）の導入を促進します。 

(3) 再生可能エネルギーによる水素製造 

太陽光発電や風力発電等の電気を活用して水素をつくります。 
 

イメージ図 

  

 

 

 

東京都は、水素エネルギーの普及に向け、民間企業

や都内自治体などの計111団体と「Tokyo スイソ

推進チーム」を2017年 11月に結成しました。ま

た、毎年２月１日を「東京水素の日」として普及啓発

イベントをチームで催すこととしています。 

江戸川区もこのチームに参加しており、連携を図り

ながら水素エネルギーの普及に取り組んでいきます。 

 

出典：東京都

 

コラム 

太陽光発電

風力発電

FCV

Ｈ

電気

純水素型燃料電池

エネファーム 水素ステーション
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H2 H2

H2

興味を持ったら水素のことをスイソマン
に聞いてみよう！ 

 水素は、地球上で一番軽い気体で、無色・無臭、

味もしません。そして、様々な資源に含まれて

いるため、地球上にたくさんあります。 
 

 水素と酸素を反応させると電気と水が発生し

ます。その電気は、エネルギーとして利用でき

ます。また、そのエネルギーを使う際、二酸化

炭素を出さないのでクリーンなエネルギーと

言えます。 
 

 水素は、家庭用燃料電池等を通して各家庭でエ

ネルギーとして使ったり、燃料電池自動車をは

じめとした、乗り物を動かすためのエネルギー

として使ったりすることができます。 

水素がどういったものか・生活の中にど

う関わるのかなど、分かりやすくマンガに

まとめました。是非ご覧ください。 
 
※印刷物は区ホームページからダウンロードして
閲覧できるほか、区役所環境推進課調査係でお渡し
できます。ご希望の方は直接お越しください。 

H2H2

水しか出さない

様々な資源から
つくられる ためられる

東京都交通局では、燃料電池バス2両を導入し、2017年 3月から路線バスとして営

業運行しています。市販車による営業運行は日本初です。 

出典：東京都

コラム 
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エネルギーマネジメントシステム（スマートコミュニティ）の構築に向けて 

目的 

施設単体での省エネルギー対策やエネルギー管理を行うだけでなく、複数施設での

エネルギーの融通や需給管理を行うことで、さらにエネルギーを効率的に使うことが

できる仕組み（スマートコミュニティ）の構築をめざします。 

 

内容 

区内大規模再開発や公共施設整備にあわせ、複数の施設間や区画内にエネルギーを

高度に制御し、効率的に使うことのできるエネルギーマネジメントシステムの導入を

進めます。 

(1) エネルギーの融通 

複数の施設で熱源を共有し、エネルギーの融通を行う効率的なシステムを構築し

ます。 

(2) エネルギーの統合的な管理（統合 BEMS※、CEMS※など） 

エネルギーの使い方の異なる複数の施設を統合 BEMS などによって統合的に管理

することで、エネルギー利用の平準化や効率化を図ります。 

(3) エネルギーの自立性の向上（災害時の自立など） 

再生可能エネルギー、燃料電池や蓄電池の導入により、災害時も避難場所などと

して機能できるような強靭なエネルギーシステムを構築します。 

 

イメージ図 

  

BEMS BEMS

BEMS

BEMS

BEMS

CEMS

蓄電池 燃料電池

避難所

FEMS

太陽光発電

風力発電

地域冷暖房
プラント
地域冷暖房
プラント

熱供給熱供給地中熱地中熱
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日本一のエコタウンをめざす「エコタウン指標」の検討 

目的（指標化の意義） 

ブータン王国では、先代ジグミ・シンゲ国王が「国民総幸福量（GNH: Gross National 

Happiness）は、国民総生産（GNP）よりも重要である」と 1970 年代に提唱しました。

GNH は、経済成長重視の姿勢を見直し、伝統的な社会、文化や民意、環境にも配慮し

た「国民の幸福」をめざすものです。 

地域の地球温暖化対策についても、単に温室効果ガスの排出量のみで測るのでは、

適応策のような安全・安心や区民同士の互助などの対策を実施するうえで重要な要素

を見逃しかねません。 

そこで、日本一のエコタウンをめざす江戸川区では、区民や事業者の意識を含め総

合的な「エコ度」の高い地域をめざすものとし、これを測ることのできる「エコタウ

ン指標（EI: Eco town Index or GRE: Gross Regional Ecology）」の構築を検討します。 

 
 

エコタウン指標の要件 

エコタウン指標は、次の要件を満たす必要があると考えます。 

(1) エコタウンのあるべき姿を示すものであること 

(2) 計量可能であること 

(3) 総合化できること 

 

イメージ図 

 

 

 

 

区民や事業者の行動 

地域の政策 

コミュニティの成熟度 

区民や事業所の意識 

対策の幅は地域の「本気度」につながる 

対策の高さは温
室効果ガス排出
削減につながる

対策の面積は地域の「エコ度」につながる 
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・ON/OFF の繰り返しに強い 

点滅に強く、頻繁にON/OFF を繰り返しても寿

命に影響しません。 

・スイッチONですぐに明るい 

スイッチONですぐに明るくなります。 

・ひかりで物を傷めにくい 

熱や紫外線をほとんど含まないため、色あせしに

くく絵画や写真などの照明にも適しています。

・ひかりに虫が寄りつきにくい 

紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにく

くなります。 

・環境に配慮 

環境負荷物質である有害な水銀を含んでいません。

 電球型 LEDランプは電球自体が長寿命な

ため、白熱電球と比べると、電気代を含めた

トータルコストではお得になります。 

出典：「あかりの日」委員会 「住まいの照明省エネ BOOK」

2,000 時間*1×27 円/kWh*2×54W*3 

＝ 2,916 円 

2,000 時間*1×27 円/kWh*2×8W*3 

＝  432 円 

一般電球 60 形 

電球型 LED ランプ 

2,484 円お得 

ペンダント フロアスタンド

シャンデリア ベースライト 

ダウンライト スポットライト

 例えば電球型 LED※ランプは、ほぼ同じ明

るさになる一般電球と比べて、消費電力を約

85%抑えることができます。 

省エネ効果が高い！ 長く使えてお得！ 

他にもいろいろなメリットがある LED照明 種類もたくさんある LED照明 

※照明器具の種類によって、電気工事が必要な場合

もあります。詳しくは販売店・工事店に確認してく
ださい。 

出典：COOL CHOICE ウェブサイト

（https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/akari/） 

*1)年間点灯時間：2,000 時間（1日 5～6時間点灯した場合） 
*2)電気代：電力量 1kWh あたり 27円（税込）公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 
2014 年 4月 28日改定による新電力料金目安単価 

*3)消費電力：一般電球 54W、電球型 LED ランプ８W 

コラム 
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第4章 区民・事業者の取組 
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 区民・事業者の取組 

区民の取組 

 

 

例えば、省エネ住宅、省エネ家電、エコカーなどを選択することで、快適かつ温暖化

対策につながる、一歩先のライフスタイルを選択することができます。 

もったいないの心と、低炭素型の製品、サービス、ライフスタイルなどの賢い選択（ク

ールチョイス※）で、一歩進んだ省エネ生活をはじめましょう。  

夏は 28℃ 
冬は 20℃ 

マイバッグ

ガスコンロの
炎は鍋底から
はみ出さない

便座温度は
低めに設定 使用していない

パソコンの電源
はOFF 

シャワーを流し
たままにしない 

太陽光発電 

こまめに
消灯 

エコカー 

省エネ家電

第４章 
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■区民の行動 

区民一人ひとりの日々の行動の積み重ねが、目標の達成につながります。 

「もったいない運動」への参加をはじめ、生活の様々な場面で身近な温暖化対策に

取り組みましょう。 

 

 

行動するためには、まず地球温暖化問題について知ることが大切です。自ら学び、

理解することで、主体的な行動の実践につながります。 

 地球温暖化やエネルギーに関するニュースなどを関心を持って聞く・見る・読む。 

 地球温暖化に関するイベントやキャンペーンなどに参加する。 

 家庭で使うエネルギーの種類や料金などを把握する。 

 

 

 

知ることからはじめよう 1 

環境家計簿をつけることで、家庭で消費する電気・ガス・水道な

どの毎月・毎年の変化を把握し、無駄なエネルギー消費の削減につ

なげることができます。家庭での省エネルギーは、家計費の節約に

直結すると同時に、CO2の削減にもつながります。 

環境家計簿アプリなどのツールを利用すると、自動的に CO2の計

算をすることも可能です。積極的に活用してみましょう。 

（東京都地球温暖化防止活動推進センターでは、無料アプリを提

供しています。） 

○月

○月

○月

合計 

20××年の光熱水費とCO2排出量 

CO2排出量
光熱水費
CO2排出量
光熱水費

CO2排出量
光熱水費

○○○○ kg-CO2 
○○○○ 円 

○○○○ kg-CO2 
○○○○ 円 

○○○○ kg-CO2 
○○○○ 円 

○○○○ kg-CO2 
○○○○ 円 

     請求金額      

 
 
 

○月分 

電気         円 

上水道     ㎥    円 

       ℓ    円 

ガス      ㎥    円 

環境家計簿をつけよう 

環境家計簿
アプリ

環境家計簿
アプリ
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温室効果ガス削減のために、できることから少しずつ行動を実践することが大切です。

一人ひとりの行動を積み重ねることで、大きな削減につながります。 

リビングでの取組 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 人のいない部屋はこまめに消灯する 2.6kg-CO2 120 円 

 テレビをつけっぱなしにしない 9.9kg-CO2 450 円 

 テレビ画面の明るさを調節する 15.9kg-CO2 730 円 

 パソコンを使っていない時は電源を切る 

デスクトップ
18.5kg-CO2 
ノートパソコン 
3.2kg-CO2 

デスクトップ 
850円 

ノートパソコン 
150円 

 部屋の温度は夏なら28℃、冬なら20℃に調節
する 

（冷房時）17.8kg-CO2 
（暖房時）31.2kg-CO2 

（冷房時）820円
（暖房時）1,430円

 冷暖房は必要な時だけにする 
（冷房時）11.0kg-CO2 
（暖房時）23.9kg-CO2 

（冷房時）510円
（暖房時）1,100円

 エアコンのフィルターはこまめに掃除する 18.8kg-CO2 860円 

 部屋を片付けてから掃除機を使う 
（使用時間を減らす） 

3.2kg-CO2 150円 

 コンセントからプラグを抜いて待機電力を削
減する 

65.7kg-CO2 3,024円 

 

キッチンでの取組 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 ガスコンロの炎は、鍋底からはみ出さないよう
にする 

5.4 kg-CO2 430 円 

 冷蔵庫は中身を詰め込みすぎないようにする 25.7 kg-CO2
 1,180 円 

 給湯温度は、できるだけ低くする 20.0 kg-CO2 1,580 円 

 食器洗い洗浄機でまとめ洗いをする - 8,870 円 

 下ごしらえに電子レンジを活用する 
（葉菜）11.4 kg-CO2 
（果菜）12.1 kg-CO2 
（根菜）9.1 kg-CO2 

（葉菜）1,060円
（果菜）1,150円
（根菜）1,030円

 電気ポットの沸騰回数や保温時間を減らす 61.3 kg-CO2 2,900円 

 生ごみは捨てずに堆肥へ 
ごみの焼却に必要なエネ
ルギーを抑制 

- 

  

身の周りでできること 2 

エアコンは設定温度に達するまで大きな電力を使い、そのあとは比較的

小さな電力で室温を保ちます。 

そのため、ひんぱんなオンオフは省エネにならないことがあります。 

「30 分間運転+5 分停止」（間欠運転）を 5回繰り返した場合の消費電力量は、連続で

運転した場合に比べて約 3割多いというデータがあります。 

エアコンはこまめにオンオフしない方が省エネ？ 
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水回りやお風呂・洗面所での取組 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 シャワーを不必要に流したままにしない 29.0 kg-CO2 3,300 円 

 温水洗浄便座の蓋を閉じる 20.5kg-CO2 940 円 

 便座暖房温度を低めにする 15.5 kg-CO2 710 円 

 蛇口をこまめに締める 
水の供給時に使用するエ
ネルギーを抑制 

- 

 洗濯物はまとめ洗いをする 3.5 kg-CO2 
3,980円 

（電気160円、 
水道3,820円） 

 風呂の残り湯を洗濯に使う 
水の供給時に使用する電
力を抑制 

- 

 入浴はできるだけ間隔をあけないように、追い
炊きを減らす 

87.0 kg-CO2 6,880 円 

 
外出先での取組 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 ペットボトルの代わりに水筒を持参する 
ペットボトルに使用され
る原油を抑制 

- 

 マイ箸を持ち、割り箸を使わない 木の伐採を抑制 - 

 

買い物での取組 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 過剰な包装を断る 紙資源の使用を抑制 - 

 マイバッグを持参して買い物する 58.0 kg-CO2 - 

 宅配便を1回で受け取る 再配達によるCO2を削減 - 

 

 

パソコンは、起動時とシャットダウン時に大きな電力を使います。そのため、中断す

る時間が短い場合は、シャットダウンするよりもスリープの方が省エネです。その目安

はおおよそ 90 分。90分以上使わないときはシャットダウン、90 分以内であればスリー

プにしましょう。 

引き出し式の冷凍室は、すき間なく食品を入れた方が省エネです。 

凍った食品同士が保冷し合います。 

（扉式の冷凍室は、冷蔵室と同様、詰めすぎない方が省エネです。） 

ただし、引き出しを開けている時間が長いと、冷気がどんどん逃げてしまいます。 

すぐに取り出せるように、整理整頓を心がけましょう。 

冷凍室はものを詰め込んだ方が省エネ？ 

パソコンのシャットダウンとスリープは、どちら

が省エネ？ 
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食料品や日用品などの普段の買い物から、家電などの大きな買い物まで、少しの心が

けで、温室効果ガス排出量を削減することができます。 

買い物での取組 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 家電製品は、省エネルギー型等の環境に優しい
製品に買い替える 

LED電球 
52.8 kg-CO2 
エアコン 
196 kg-CO2 
冷蔵庫 

245 kg-CO2 

LED電球 
2,430円 
エアコン 
9,300円 
冷蔵庫 
11,600円 

 環境を意識した買い物（グリーン購入）をする
ごみの排出量商品の生産
に伴うエネルギー消費量
や環境への負荷を抑制 

- 

 季節に合った旬の食材を買う 
ビニールハウスに使用さ
れるエネルギーを抑制 

- 

 
家庭での取組 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 高効率給湯器※を導入する 159.4kg-CO2 11,970円 

 HEMS※（ホームエネルギーマネジメントシステ
ム）を導入する 

130 kg-CO2 - 

 

  

買うものを変える 3 

 

 

対象機器：エアコン・テレビ・電気冷蔵庫・電気便座・

蛍光灯器具（家庭用）・電気冷凍庫 

★５つがもっとも省エネルギー！ 

省エネ基準達成率は、その製品がトッ

プランナー基準値をどれくらい達成し

ているかを％で示しています。数値が大

きい方がより省エネ性能が高い製品で

す。 

省エネ基準を達成すると緑色、未達成

の場合はオレンジ色で表示されます。 

省エネルギーラベルをチェックしよう 

① ★の数が多い製品を

選ぼう 

②   のマークが緑色

の製品を選ぼう 

③ 目安電気料金の安い

製品を選ぼう 

※トップランナー基準値：現在商品化されている製品のうち、エネルギー
消費効率が最も優れている機器の性能 
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地球温暖化対策のためには、温室効果ガス排出量の少ないエネルギーを活用すること

も重要です。住宅そのものの省エネルギー化を進め、自然エネルギーを有効に活用する

ことで、大幅な削減が可能となります。 

家庭での取組 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 ZEH（ネットゼロエネルギーハウス）を導入する 4,900 kg-CO2 
160,000 

～200,000円 

 自然エネルギー（昼光、通風など）を活用する
照明・空調のエネルギー
消費量の抑制 

- 

 太陽光発電システム・太陽熱温水器を導入する

（太陽光発電） 
1,761 kg-CO2 
（太陽熱温水器） 
454 kg-CO2 

（太陽光発電） 
約81,000円 

（太陽熱温水器）
約36,720円 

 家庭用コージェネレーションシステム 
（マイホーム発電）を導入する 

1,300 kg-CO2 
50,000 

～60,000 円 

 

 

使うエネルギーを選ぶ 4 

 

建物の断熱が貧弱だと、冬には室内から外へと熱が大量に逃げていくため、エネルギーを

損失するだけでなく、住宅内に温度差が発生しやすくなります。 

その結果、常に人がおらず暖房をしていない部屋（起床時の居間、冬のトイレ、浴室など）

や廊下の室温はとても低くなります。 

急激な温度変化により、血圧が上下に大きく変動することをきっかけにして、ヒートショ

ックという健康被害が起こることもあります。 

省エネ住宅にすると体にも環境に

もやさしい！ 

家を建てるとき、リフォームする 

ときは、断熱性能をアップ！ 

 窓ガラス、サッシ、ドアを断熱性・気密
性の高いものにする 

 壁や天井、屋根、床などの外気に触れる
部分に断熱材を入れる 

 厚手で長いカーテンをつける 
 窓ガラスに断熱フィルムを貼る 

 冷暖房の効きがよくなる 
 部屋間、部屋内の温度差が小さくなる 
 結露が抑制され、ダニやカビが繁殖しに
くくなる 

 結露による木材の腐朽や建材の劣化を防
ぐ 

省エネ・快適・健康

住宅が長持ち！ 
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■家庭からの二酸化炭素排出 

日本の平均的な世帯（家庭）からの CO2排出量は、年間 3.66 t です。日本の世帯あた

りの人員数は平均で 2.38 人/世帯（平成 27 年度国勢調査）なので、ここでは集合住宅

における 2人世帯（自動車保有）を基準世帯と想定します。 

基準世帯における家庭から排出される CO2排出量の内訳をみると、「照明・家電製品

等」からの CO2排出量が最も多く占めており、CO2排出量を減らすうえで重要となるこ

とがわかります。また、同じ世帯類型で建て方別に CO2 排出量を比較すると、戸建住宅

の世帯の排出量は集合住宅の世帯より多いことがわかります。 

戸建住宅における自動車用燃料からの世帯あたりのCO2排出量は、年間1.74 tとなり、

集合住宅における単身世帯の総排出量を上回る二酸化炭素を排出しています。 

家庭からの二酸化炭素排出量を減らすためには、この章に示したような取組を行うこ

とが必要です。1人 1日 1kg の削減を達成することで、2人世帯で年間 0.73 t を減らす

ことができ、集合住宅における 2人世帯（自動車保有）の CO2排出量を約 20％も減らす

ことができます。 

 
図 ４-１ 家庭からの二酸化炭素排出量の内訳 

 

表 ４-１ 1 世帯あたりの二酸化炭素排出量 

世帯の用途別 
排出量 

(kg/世帯・年） 

A B C D 
建て方：集合住宅
世帯人員：2人 
車有無：有り 

建て方：戸建住宅
世帯人員：2人 
車有無：有り 

建て方：集合住宅 
世帯人員：1人 
車有無：無し 

建て方：戸建住宅
世帯人員：6人以上

車有無：有り 

暖房 0.51 1.14 0.32 1.63 

冷房 0.08 0.09 0.06 0.19 

給湯 0.66 0.88 0.31 1.98 

台所用コンロ 0.12 0.13 0.08 0.25 

照明・家電製品等 1.33 1.79 0.85 3.04 

自家用自動車 0.85 1.74 - 1.74 

計 3.55 5.77 1.62 8.83 

出典：「家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 試験調査（平成 26 年 10 月～平成 27 年 9 月実施）」（環境省）

  

3.55

5.77

1.62

8.83

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00

建て方：集合住宅
世帯人員：2人
車有無：有り

建て方：戸建住宅
世帯人員：2人
車有無：有り

建て方：集合住宅
世帯人員：1人
車有無：無し

建て方：戸建住宅
世帯人員：6人以上
車有無：有り

暖房 冷房 給湯 台所用コンロ 照明・家電製品等 自動車
(t‐CO2/世帯・年)
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事業者の取組 

省エネルギーは、事業所などの経費節減に直接寄与するものであり、エネルギー消費

の削減は、二酸化炭素排出抑制にもつながります。 

東京都の「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」では、都内の対象事業

者に、2015～2019 年度（第 2計画期間）の間に、温室効果ガス排出量を、基準排出量

比 17％または 15％削減することを義務付けています。区内の中小規模の業務・産業部

門の事業所についても、エコカンパニーえどがわ等の取組を拡大し、これと同等の削減

をめざします。 

 

事業所の省エネの着眼点は、以下のとおりです。 

· 無駄を排除（照明、空調、外気取り入れ等） 

· 快適さを保ちつつ節約（室内温度、照明、外気導入量、節水器具） 

· 建物、設備からのエネルギーロスの抑制 

（外壁の断熱、窓の日射調整、配管の断熱） 

· 廃熱を回収（全熱交換器、熱回収ヒートポンプ※） 

· エネルギー供給会社との需給供給契約の見直し 

（夜間電力、蓄熱調整、ピーク時間調整等） 

 

区内で製造業を営むこちらの会社では、従業者にとっ

て大事な「快適性」のために様々な工夫を取り入れてお

り、結果的に会社にとって大事な「省エネ」にも一役買

っています。 

工場の屋根に設置した太陽光パネルは、電気をつくる

というメリットだけでなく、屋根の遮熱効果があります。

この建物では特に夏場が暑く、冷房の効きが良くないこ

とが課題でしたが、太陽光パネルの設置後は、以前より

涼しく感じられるようになりました。 

その他に、工場の照明の LED化を行ったところ、省エ

ネ効果はもとより、従前の水銀灯と比較して使い勝手が

良くなり、明るさも増して、従業者からも好評でした。

事務室では、空調の吹出口にサーキュレーターを取り付

けることで、風の向きや流れを個別に調整し、空調の効

果を上げると同時に、個人が感じる温度差を和らげる工

夫をしています。 

-不二製作所での取組事例-

工場の LED照明 

屋上の太陽光パネル

空調吹出口のサーキュレーター 

コラム 
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■事業者の行動 

事業活動における設備やプロセスの省エネ化、職員の日々の省エネ行動など、様々

な角度から、温室効果ガス削減に取り組みましょう。 

 

 

行動するためには、まず事業活動から排出される温室効果ガスの実態や、事業者が行

うべき地球温暖化対策について知ることが大切です。 

 エネルギーの使用実態を調べる 

 事業活動による地球温暖化への影響を把握する 

 

 

事業活動の様々な場面で排出される温室効果ガスを削減することが必要です。 

空調設備 効果 

 部屋の温度を夏は28℃、冬は20℃に調節する 
（クールビズ、ウォームビズで省エネ） 

冷暖房のエネルギー消費量を約11％

削減 

 二酸化炭素濃度を管理し、必要最小限の外気取入れを
行う 

エネルギー消費量（冷水熱量）を約

10％削減 

 燃焼装置の空気比を適正にする 使用するエネルギーを抑制 

 複数設置された熱搬送ポンプは負荷に応じた運転台
数に調整する 

エネルギー消費量を中間期20％、初冬

10％削減 

 季節により冷水出口温度の設定を変更する 使用するエネルギーを抑制 

 空調機のフィルターは月に1～2 回清掃する 使用するエネルギーを抑制 

 始業・終業時の空調運転時間を短縮する 使用するエネルギーを抑制 

 

照明設備 効果 

 昼休みは消灯する 照明に使うエネルギーを抑制 

 こまめにスイッチをオフにする 
（離席時や不要な部屋での消灯） 

照明に使うエネルギーを抑制 

 明るい窓際では昼光を利用する 照明に使うエネルギーを抑制 

 照度基準を設定し、適正照度に管理する 使用するエネルギーを抑制 

 

ポンプ・ファン・コンプレッサー 効果 

 吐出圧を下げて、電力を削減する 使用するエネルギーを抑制 

 

 

何ができるかを知る 1 

省エネを極める（プロセス改善含む）2 
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上水道・下水道設備 効果 

 温水洗浄便座の蓋を閉じる 20.5 kg-CO2（940 円） 

 蛇口をこまめに締める 
水の供給時に使用するエネルギーを抑

制 

 不使用時のメーターの動きで水漏れを定期的にチェ
ックする 

水の供給時に使用するエネルギーを抑

制 

 

その他 効果 

 パソコンを使っていない時は電源を切る 
デスクトップ：18.5 kg-CO2（850円）

ノートパソコン：3.2 kg-CO2（150円）

 受電力率を100％に調節し、コストを削減する 使用するコストを抑制 

 オーナーとテナントの定期的な省エネ会議を実施する 省エネルギーへの意識向上 

 宅配ボックスを設置する 再配達によるCO2を削減 

 

プロセスの改善 効果 

 工程の見直しによる短縮化・連続化を進める 使用するエネルギーを抑制 

 高効率制御システムの導入 使用するエネルギーを抑制 

 

 

 

 
 

空調は、夏季及び冬季にエネルギー消費量を高める主要因

です。設定温度ではなく、実際の室温に着目し、きめ細かな

管理を行うことが重要です。 

室温にムラがある場合、暑いまたは寒いと感じる一部の場

所や従業員の体感に合わせて温度を変更してしまっては、適

切な温度管理ができません。まず温度ムラの原因を究明しま

しょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これらの原因に対して対策を実施しても、温度ムラがある

場合は、サーキュレータ－や扇風機を活用しましょう。 

冬季（暖房時／垂直分布） 
天井付近に滞留している暖気を
循環して室内温度を均一化する
ために上向きに調整 

温度ムラは主に下記の場合に発生します 

 窓際の夏季日射 
 冬季の冷放射 
 OA 機器の近く 
 窓や出入り口のすきま 
 空調室内機設置場所や吹き出し風向が不適切 等 

温度ムラを解消しよう 

夏季（冷房時／水平分布） 
在室者に不快感を与えない程度に
風があたるよう、風向、風量を調節
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設備・機器を含め、建物全体で省エネを図ることで、温室効果ガスの削減につなげる

ことができます。 

空調設備 効果 

 冷温水ポンプにインバーターを設置し流量調整をする 
冷房期間のポンプ電力消費量を約

50％削減 

 熱源装置を台数分割し部分負荷時の効率を向上する 
熱源補機及び2次ポンプ類を含めたエ

ネルギー消費量を約17％削減 

 蒸気バルブの保温を実施する 使用するエネルギーを抑制 

 ガラスの断熱コート、ブラインド等により日射負荷を
低減する 

使用するエネルギーを抑制 

 高効率の空調機を導入する 使用するエネルギーを抑制 

 夜間電力を利用する蓄熱式空調機を導入する 使用するコストを抑制 

 

照明設備 効果 

 照明をLEDに交換する 使用するエネルギーを抑制 

 内装を明るくして、照明効果をアップする 使用するエネルギーを抑制 

 照明器具の安定器をインバータータイプに変更する 使用するエネルギーを抑制 

 

ポンプ・ファン・コンプレッサー 効果 

 インバーターの設置・制御で電力を削減する 使用するエネルギーを抑制 

 

上水道・下水道設備 効果 

 節水コマや擬音装置の導入で節水する 
水の供給時に使用するエネルギーを抑

制 

 高効率給湯器を導入する 使用するエネルギーを抑制 

 

その他 効果 

 夜間電力の活用やデマンドコントロール※を導入する 
ピークの電力使用量を減らすことで基

本料金を抑制 

 高効率変圧器に更新する 使用するエネルギーを抑制 

 太陽光発電や燃料電池などの新エネルギー設備を導入
する 

10kWの太陽光発電システムの導入で

1年間に5,870 kg-CO2 

 

建物の建設・建替・改修 効果 

 建物の建設などの際には、省エネルギー設備や新エネ
ルギー設備を導入する 

使用するエネルギーを抑制 

設備を変える（建築含む） 3 
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地球温暖化対策のためには、温室効果ガス排出量の少ないエネルギーを活用すること

も重要です。 

その他 効果 

 太陽光発電や燃料電池などの新エネルギー設備を導
入する 

10kWの太陽光発電システムの導入で

1年間に5,870 kg-CO2 

 

 

国や東京都では、エネルギー・温暖化対策に関する様々な支援制度を設けています。

これらのリソースを上手に活用し、省エネに取り組みましょう。 

経済産業省関東経済産業局：http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ondanka/shien_seido.html 

東京都地球温暖化防止活動推進センター：https://www.tokyo-co2down.jp/company/ecoother/ 

 

使うエネルギーを選ぶ 4 

 

 

東京都では、都内の産業・業務部門の温室効果ガス排出量の約 6割を占めている中小

規模事業所に対し、技術専門員が直接訪問して、エネルギーの使用状況を診断し、光熱

水費削減のための提案や技術的な助言を行う省エネ診断を無料で実施しています。 

エネルギー使用の無駄をなくし「経営にやさしいコスト削減」と「環境にやさしい

CO２削減」を実現しましょう。 

省エネルギー診断を受診したあとのエネルギー使用量の削減効果 

平均 

16.5％削減 
平均 

26.1％削減 

出典：東京都環境局「平成 29 年度版中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト」

詳細は東京都地球温暖化防止活動推進センターのホームページを参照して下さい。 

https://www.tokyo-co2down.jp/index.html 

省エネ診断を活用しよう 

東京都では累計約 3,300 件の診断実績があります。約 80％の事業者が、効果を実感

しています（平成 29 年度時点）。 

平均 

16.0％削減 

電気使用量 ガス使用量 水道使用量 

各エネルギー使用量が50％近く削減できた事務所
や契約電力を低減できた事業所、灯油の使用量が

70％以上削減できた事務所もあります。 



 

40 

区民・事業者協働の取組 

区民・事業者の協働によって、自動車などの移動に関する省エネの取組と、低炭素なま

ちづくり、気候変動への適応に関する取組を進めましょう。 
 

■自動車（交通）に関する取組 

 

特別なスキルがなくても、少しの心がけで、自動車運転時や移動時の温室効果ガス排

出量を減らすことができます。 

自動車の運転は省エネ型で 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 急発進、急加速、急ブレーキをひかえる 
（エコドライブをする） 

194.0 kg-CO2 10,030 円 

 駐停車時はアイドリングストップをする 40.2 kg-CO2 2,080円 

 タイヤの空気圧を適正に保つ 燃費効率が向上 - 

 不要な荷物を積まない 燃費効率が向上 - 

 右折車に道を譲って渋滞緩和 
道路全体を走行する自動
車の運転時間を抑制 

- 

 

自動車の利用を減らす 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 1㎞未満は健康のため徒歩で出かける 自動車の使用を抑制 - 

 近くに出かける時は自転車で 
（1～4㎞は、自転車が一番早い） 

自動車の使用を抑制 - 

 公共交通機関を利用する 
（電車とバスは省エネ優等生） 

自動車の使用を抑制 - 

 
 

 

自動車の買い替えや新規導入の際に、燃費のよい車種を選ぶことや、環境負荷の少な

い燃料を利用することで、温室効果ガス排出量を削減することができます。 

環境に配慮した燃料にする 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 ディーゼル車に廃食用油を再生した BDF※を
利用する 

バイオマス資源の循環利用 - 

 バイオガソリン※などの環境に配慮した燃料
を利用する 

バイオマス資源の利用 - 

 

環境に配慮した自動車にする 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 買い替えの時は低燃費車・低公害車を購入する 燃料消費量 41.1％削減 - 

 

自動車の台数を減らす 年間二酸化炭素削減量 年間節約額 

 カーシェアリングの実施 自動車の台数を抑制 - 

もったいない運転 1 

低炭素な車を使う 2 



 

41 

■低炭素なまちづくりに関する取組 

 

水や緑を上手に取り入れることで、温室効果ガスの吸収を図るとともに、緑陰の創出

など、快適なまちづくりにも役立ちます。 

水や緑を守り育てる 効果 

 屋上を緑化する 
夏などに、屋上や最上階の温度を下げることで、冷房使用

量を抑制 

 壁面緑化・緑のカーテンをする 夏などに、部屋の温度を下げることで、冷房使用量を抑制

 敷地内を緑化する 二酸化炭素を吸収する 

 敷地の周囲を生垣にする 二酸化炭素を吸収する、ヒートアイランド対策にもなる 

 雨水を植栽の散水などに利用する 水道の使用量を抑制 

 

■気候変動への適応に関する取組 

 

暑さや寒さをがまんするのではなく、冷暖房をシェアすることなどの工夫を取り入れ

ることで、快適に省エネをすることができます。また、気候変動による気温の上昇等に

よって熱中症などの健康影響が心配されるなか、涼しさの創出など、気候の変化に対応

していくことが必要です。 

暑さ･寒さをしのぐ 効果 

 よしずやすだれなどを利用する 暑さを緩和する 

 打ち水を実施する 暑さを緩和する 

 クールシェア・ウォームシェア※に参加する
使用するエネルギーを抑制、暑さ・寒さを緩和す

る 
 

 
 

気候変動の影響により、豪雨などの災害の発生が想定されます。災害発生時に安全を

確保できる対策や、災害による被害を最小限に抑えるための工夫や備えが必要です。 

災害に備える 効果 

 排水溝などを日ごろから清掃しておく 豪雨等による被害を抑制 

 災害時の避難などについて情報を収集しておく 災害時の被害を抑制 

 雨水の貯留、飲料水の備蓄など、災害時に使える水を確保する 水道管遮断時の水源を確保 

 太陽光発電・蓄電池を導入する 停電時の電源を確保 

 

水や緑を守り育てる 1 

暑さ・寒さを上手にしのぐ 1 

災害にそなえる 2 
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備考）年間二酸化炭素削減量と年間節約額は次の資料に基づいています。 

･「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬」（資源エネルギー庁、2017）

･「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬」（資源エネルギー庁、2015）

･「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル算

定手法編」（環境省） 

･「ZEH の普及に向けて」（資源エネルギー庁） 

 

･「日本の温室効果ガス排出量データ 2017 年公開版（確

報値：1990～2015 年度）」（国立環境研） 

･「オフィスの省エネルギー」(省エネルギーセンター) 

･ソーラーシステム振興協会ホームページ 

･東京ガスホームページ 

･東京ガスライフバル資料 

 

 

日本では、ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自

動車、クリーンディーゼル自動車等を「次世代自動車」と定め、車両購入補助や減税などの施

策を通じて普及を促進し、運輸部門からの二酸化炭素削減と自動車産業の技術力・競争力の強

化を図ることとしています。 

2030 年までに新車販売に占める次世代自動車の割合を 5割から 7割とすることをめざす

とともに、水素ステーションの整備や燃料電池自動車の技術開発を進めています。 

ハイブリッド自動車（Hybrid Vehicle)

＜世界の動き＞ 

ヨーロッパでは、イギリスとフランスが 2040 年までにガソリン車・ディーゼル車の新車販売を禁止す

る方針を決めており、オランダ、ノルウェー、ドイツでも同様に、電気自動車やプラグインハイブリッド自

動車への転換を推進しています。 

アジア地域では、中国で化石燃料車の生産・販売の禁止に向けた検討がはじめられたほか、インドでは

2030年までにすべての販売車両を電気自動車にするという目標が打ち出されました。 

アメリカのカリフォルニア州では、ZEV（Zero Emission Vehicle）規制を導入しており、自動車メー

カーに対し、販売台数の一定比率（14%：2017 年時点）を排出ガスを一切出さない自動車にすることを

義務付けています。 

このような動きをうけ、今後、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車向けの充電スタンドなどのイ

ンフラ整備が急速に進むと予想されます。  （以上は2018年 1月時点の情報です。） 

電気自動車（Electric Vehicle） 燃料電池自動車（Fuel Cell Vehicle）

プラグインハイブリッド自動車 
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

複数種類の動力源をもち、これらの動力源を使い
分け、排出ガスや燃料消費を抑制することができ
る自動車のこと。電気自動車と比較して、航続距
離において強みを持っている。 

コンセントから直接充電できる機能を持ったハイブ
リッド自動車のこと。ガソリン車と比べると 1回の燃
料補給でより長い距離を移動でき、ハイブリッド車
と比べると電気走行できる距離が長い。 

ガソリン自動車はガソリンをエンジンで燃焼させ、
車を駆動させるのに対して、電気自動車は電動モ
ーターで車を駆動させる。走行中に CO2や排気ガ
スを出さないといった環境面のメリットがある。 

燃料電池を搭載した電気自動車のこと。ガソリン
自動車に比べてエネルギー効率が高いのが特
長。排出されるのは水だけで、CO2やNOx、SOxな
どの温室効果ガス・大気汚染物質が排出されない
ため、「究極のエコカー」とも言われている。 

H2

GS GS

コラム 
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第５章 区民・事業者の行動を 
支える区の取組 
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 区民･事業者の行動を支える区の取組 

国連児童基金（ユニセフ）の報告書8では、先進国の子どもたちの環境課題に関する認識

について調査した結果として、日本の生徒の環境問題に関する認知度が平均を大きく下回

っていることが報告されています。世界において豊かで発展した国として位置付けられる

日本においても、子どもの環境教育に関する分野では、世界に遅れを取っているという現

実があります。 

このような背景を踏まえ、今後、江戸川区で地球温暖化対策に取り組んでいくうえで、

これからの社会を担う子どもたちをはじめ、区民の環境に関するリテラシーの底上げを図

るための学びや体験の機会づくりが極めて重要であると考えられます。 

また、温室効果ガス削減を実現するためには、区民や事業者の積極的な取組を促進しな

ければなりません。地球環境に関する理解促進と合わせて、区民や事業者のインセンティ

ブとなるような施策の実施や仕組みづくりの検討を継続していくことが必要です。 

さらに、地球温暖化対策を強力に推し進めるためには、区の積極的な取組が欠かせませ

ん。区が率先して環境保全や環境に配慮したまちづくりに取り組むと同時に、区が行う事

業から排出される温室効果ガスを削減するための各種取組を展開していく必要があります。 

本章では、区民一人ひとりや事業者による個々の取組を牽引するとともに、主体間の連

携・協働を支え、区民や事業者と一体となって温室効果ガス排出を削減するために区が行

う取組を示します。 

 

 

 

学びや体験の機会をつくります 

区民・事業者の取組を支援します 

環境を保全し活かすまちをつくります 

区の事業活動に伴う温室効果ガスを減らします 

  

                                      
8 ユニセフ・イノチェンティ研究所「イノチェンティ レポートカード 14 未来を築く：先進国の子どもたちと持続可

能な開発目標（SDGs）」 

1 

2 

3 

4 

区の取組の基本方針

第５章 
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学びや体験の機会をつくります 

基本方針 

えどがわエコセンターと協働し、地球温暖化対策に関する普及啓発や情報提供を活

発にし、区民や事業者・地域とともに環境教育・環境学習の機会を増やします。 

 

１ 情報発信 

 

２ 講座・講習会の開催 

 

３ イベントでの啓発 

 

４ 取組の支援 

 

５ 環境教育・環境学習 

 

６ プログラムの整備と人材育成 

 

  

広報えどがわ、区ホームページのほか、イベントやセミナーなど様々な機会を活

用し、地球温暖化の現状や対策の効果などの情報を発信します。 

環境に関する講座・講習会などを開催し、区民が環境問題について考え、行動す

る機会や場を提供します。 

区民まつりをはじめ、地域まつりや各種イベントを通して、省エネルギー行動や

再生可能エネルギーなどに関する啓発を進めます。 

様々な地球温暖化防止の取組を積極的に支援し、地球環境保全に関する区民の知

識を深め、意識を高めます。 

環境教育や体験型環境学習の場を提供し、次世代を担う子どもたちを含め、区民

や事業者による地球温暖化対策のために行動するきっかけを作ります。 

地球温暖化防止のための活動や学習を促進するためのプログラムづくりや人材

育成を進めます。 
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施策 

情報発信 

 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

省エネルギー情

報の提供 

「エコタウンえど

がわ推進計画」の

PR 

「えどがわ区民ニュース特集」を制作します。

「広報えどがわ」で特集紙面を掲載します。 

省エネルギー活

動の普及 
生活スタイル見直

し運動 

江戸川版省エネガイドブック等を活用し、無理

のない省エネルギー生活を自発的に行えるよ

うアドバイスします。 

中小事業者への省

エネ診断の周知 

東京都地球温暖化防止活動推進センター（クー

ル・ネット東京）による無料診断制度等を活用

し、事業所における省エネを図ります。 

家庭へのエコ診断

の周知 

環境省による「家庭エコ診断制度」や東京都に

よる「家庭の省エネアドバイザー制度」等を活

用し、家庭エコ診断を通じた省エネを図りま

す。 

事業者の省エネ支

援 

区内事業者や区民を対象とした講演会等を通

して、省エネルギー活動の自発的な取組を促し

ます。 

ホームページ、情

報紙の充実 

区、えどがわエコセンターのホームページを充

実させます。「エコちゃんねる」等の情報紙を

発行し、区民の関心を高めます。 

図書館環境学習 
図書館環境コーナ

ーの設置 

環境問題に関する資料コーナーを各図書館内

に開設し、区民意識の高揚を図ります。 

 

講座・講習会の開催 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

講座・講習会 

環境講演会の開催
地球環境問題への関心を高め、実践に結びつく

講演会を開催します。 

環境講習会の開催

リサイクル実践講座や緑化講習会などのプログ

ラムを企画・実施します。 

家族でともに環境を学ぶことのできる親子講習

会やワークショップを開催します。 

出前講座 
ごみ減量や3R※への意識向上を図るため、町会

や自治会に出向き講座を実施します。 

廃棄物管理責任者

講習会 

廃棄物管理責任者に対して減量、適正処理等の

講習会を実施します。 

 

イベントでの啓発 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

省エネルギー活動

の普及 

「エコタウンえ

どがわ推進計画」

のPR 

各種イベント等で、「エコタウンえどがわ推進

計画」のPRを行います。 

【実施時期の表記について】 
短：すでに取組をはじめており今後も推進する、または 2020 年度までに取組をはじめる事業
長：2022 年度までに取組方法を検討する事業 
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取組の支援 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

省エネルギー活動

の普及 
省エネナビ※の貸

し出し 

省エネナビを貸し出し、待機電力や通常の使用

電力の見える化を進め、さらなる省エネにつな

げます。 

クールシェア、ウ

ォームシェア※の

推進 

区有施設を核としたクールシェア、ウォームシ

ェアの仕組みづくりを検討します。 

 

環境教育・環境学習 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

総合人生大学・ 

えどがわエコセン

ターとの協働 

人生大学環境学

習 

授業の中に環境の視点を取り入れ、様々な角度

から地球環境を考える機会を作ります。 

協働事業の実施 

環境に関心のある学生やOBによるまちづくり

活動を支援し、えどがわエコセンターなどとの

協働を進めます。 

小中学校環境教育 

授業で学ぶ地球

温暖化防止 

地球環境に関わる問題について理解し、環境保

全に主体的に取り組む意欲を育てます。 

グリーンプラン

推進校 

えどがわエコセンターと共育・協働で環境学習

を推進するモデル校で、学校の特色を活かした

省エネルギー活動や壁面緑化、ごみ学習、自然

観察活動等を活発にします。 

適応指導教室の

環境学習 

適応指導教室での草花・作物の栽培活動を通じ、

緑化と環境学習に役立てます。 

環境学習出前 

講座 

小中学校向けの環境プログラムを総合学習の時

間などを活用して出前授業として実施します。 

３R・ごみ減量学習 

副読本「えどがわ

くのごみダイエ

ットにチャレン

ジ！」による学習

小学校４年生の全児童に配付する清掃事業関係

副読本を活用し、社会科学習の中で３R・ごみ減

量の必要性を学ぶほか、家庭科や総合的な学習

の中でも活用して、意識の啓発を図ります。 

情報誌「ごみダイ

エット」の発行 

ごみ減量や3Rへの意識向上を図るため、情報誌

を発行します。（年3回発行） 

施設見学会 
ごみ減量や3Rへの意識向上を図るため、リサイ

クル施設や埋立処分場の見学会を実施します。 

 

プログラムの整備と人材育成 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

環境教育・学習で

のプログラムの整

備 

プログラムの作成

「もったいない運動」を中心に、世代に応じた

環境教育用のプログラムを作成し、地球温暖化

に取り組む人材を育成します。 

環境学習活動の支

援 

環境学習リーダ

ーの養成講座 

環境学習リーダー養成講座等の実施により、実

践する区民の輪を広げます。 
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江戸川区では様々な環境学習を実施していますが、行政や区民と協力し合って活動を行

っている団体として「NPO法人えどがわエコセンター」があります。 

えどがわエコセンターでは環境についての知識や省エネの方法などを学ぶ「おきがる環

境講座」（区委託事業）や、幼稚園・小中学校における環境学習を推進する「グリーンプ

ラン推進校」、学校向けの環境プログラムを総合学習の時間やすくすくスクールの放課後

教室などで提供する「出前授業」など、子どもから大人まで様々なメニューの環境学習を

行っています。 

出典：NPO 法人 えどがわエコセンター ホームページ

すくすくスクール放課後環境教育 

おきがる環境講座 グリーンプラン推進校 

出前授業 

コラム 
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区民・事業者の取組を支援します 

基本方針 

地球温暖化問題に関する情報の提供や、活動に役立つ事業を進め、すべての区民や

事業者・地域の取組を支援します。 

 

１ 再エネ・省エネ設備導入の促進 

 

２ もったいない運動の推進 

 

３ 環境に配慮する事業所の増加と取組の充実 

 

４ 環境にやさしい交通促進 

 

５ ３Rの推進 

 

  

事業者の太陽光発電やコージェネレーションシステム、燃料電池などの再生可能

エネルギー・省エネルギー設備の導入を促します。 

家庭用の太陽光発電や太陽熱温水器、高効率給湯器などの再生可能エネルギー・

省エネルギー設備の導入を促します。 

えどがわエコセンターを中心に展開している「もったいない運動えどがわ」を、

全区民が参加する取組として推進し、環境に配慮した暮らしを地域全体に拡大しま

す。 

省エネルギー・ごみ減量など、環境に配慮する事業所を増やし取組の充実を図り

ます。 

ガソリンを使う量を減らすため、バスや地下鉄などの公共交通機関、次世代自動

車や自転車の利用を促進します。 

事業所から出るごみを減らすため、簡易包装などの省資源の取組を進めます。 

家庭から出るごみを減らすため、マイバッグの利用や徹底した資源の分別を推進

します。 
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施策 

再エネ・省エネ設備導入の促進 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

再生可能エネ
ルギー等の普
及 

一般住宅への普及
策の検討 

太陽光等、再生可能エネルギーの一般住宅への普
及策の検討を進めます。 

住宅・ビル等への普
及促進 

東京都による「屋根ぢから」ソーラープロジェク
ト等の制度を活用し、住宅用太陽光発電・太陽熱
利用の普及を図ります。 

革新的なエネルギ
ー高度利用技術の
導入の促進 

ヒートポンプなどの技術を活用した高効率給湯器
や空調機などの導入促進を図ります。 

地中熱の利用促進 
地中熱を利用した効率的な空調機の導入促進を図
ります。 

エネルギーの面的
利用の促進 

燃料電池やガスコージェネレーションなどを効率
よく運用するために、エリアでの導入促進を図り
ます。 

水素エネルギーの
普及促進 

水素エネルギーや燃料電池をテーマとした講演会
の開催等を通じて、将来的な水素社会について区
民の関心を高めます。 

省エネルギー
設備等の普及 
 

住宅への省エネル
ギー機器の普及の
検討 

住宅へのLEDや高効率空調などの省エネルギー機
器の普及を検討します。 

集合住宅への LED
照明の普及の検討 

集合住宅へのLEDの照明機器の普及策を検討しま
す。 

エネルギー管理シ
ステムの普及 

住宅や事業所の省エネを促進するため、HEMS・
BEMS 等の普及を図ります。またスマートメータ
ーを活用した見える化の促進を図ります。 

スマートハウスの
普及促進 

太陽光発電設備や燃料電池、蓄電池等を効果的に
活用することにより省エネを図るスマートハウス
を普及促進します。 

マンションのスマ
ート化 

マンション全体をエネルギー管理することによ
り、無理のない節電を行うスマート化の促進を図
ります。 

長期優良住宅の認
定 

良好に長く住み続けることで環境への負荷を軽減
するなどの目的にそった住宅の建築に対する認定
を行います。 

低炭素住宅の認定 
省エネルギー性能を備えた住宅を新築する際に認
定を行います。 

省エネルギー
情報の提供 

エコカンパニーえ
どがわ 

エコカンパニーえどがわ登録事業所の実績をホー
ムページ等で公開します。 

 

もったいない運動の推進 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

生ごみのリサイ
クル 

堆肥化講習会 
えどがわエコセンターが実施する「生ごみ堆肥化
リサイクル講習会」の参加者を増やし、家庭ごみ
の減量を図ります。 

料理教室 エコクッキング 
省エネルギーやごみ減量等に配慮した料理教室を
実施します。 
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施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

マイ箸 
マイ箸キャンペー
ン 

イベント等を通じ、マイ箸持参を呼びかけます。
割り箸を使わない飲食店などの情報も紹介して
いきます。 

マイ容器 マイ容器の普及 
コーヒーショップやデリカショップにマイカッ
プやマイ水筒を持参し、プラ容器の使用を減ら
す取組を PR します。 

レジ袋削減 

マイバッグキャン
ペーン 

春の環境月間（6 月）と秋の３R 推進月間（10 
月）にあわせて商店街やスーパーマーケット、
コンビニエンスストア等と連携したキャンペー
ンを実施します。 

レジ袋削減作戦 
マイバッグ運動を推進するスーパーマーケッ
ト、コンビニエンスストアに共通ステッカーを
掲示し、レジ袋の使用を減らします。 

節電の継続 
省エネ・節電キー
プ行動の実践 

東日本大震災以降に定着している区民・事業者
の省エネ・節電の取組を継続します。 

地域との連携 

学校版もったいな
い運動との連携 

学校版もったいない運動と連携し、小中学校に
“もったいない”を広めます。 

商店街との連携 
商店街の店舗に省エネやごみ減量を広めます。
また、商店街のイベント等で利用者にも取組を
広めます。 

町会・自治会等と
の連携 

環境をよくする地区協議会や各種団体と連携
し、地域まつり等の機会に区民へもったいない
運動を広めます。 

表彰 
もったいない運動
の表彰 

省エネルギー・省資源・ごみ減量等に取り組ん
だ家庭や団体を表彰し、運動の拡大を図ります。 

事例紹介 
区民・事業者の取
組事例の紹介 

区民や事業者によるもったいない運動の取組事
例を集めて紹介します。 

 

環境に配慮する事業所の増加と取組の充実 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

エコカンパニー
えどがわの拡大 

拡大に向けた呼
びかけと支援 

エコカンパニーえどがわの拡大に向け、参加を
呼びかけるとともに、融資制度などにより支援
します。 

省エネルギー支
援融資あっせん 

地球温暖化対策
取組企業支援融
資 

「エコタウンえどがわ推進計画」に即した、省
エネルギー設備を対象とした融資制度を実施
します。 

事業者の環境マ
ネジメント認証
取得促進 

新製品開発・産学
連携研究費等の
助成 

区内中小企業者の ISO14001及びエコアクショ
ン 21 の認証・取得を促進します。 

運輸事業者のグ
リーン経営認証※

取得促進 

グリーン経営認
証推進 

運輸事業者を対象にグリーン経営認証の取得
を促進します。 

区内製造業の開
発支援 

エコ関連製品の
開発支援 

区内の中小企業がエコ関連製品を開発する際
の支援について検討します。 

森林吸収源※対策 
森林吸収源対策
推進 

カーボンオフセット※の考え方により、他の自
治体と森林整備と吸収量認定に関する協定を
締結します。 
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環境にやさしい交通促進 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

公共交通機関の
利用推進 

バス専用レーン
の整備 

バス路線に専用レーンの整備を検討します。 

自転車利用の推
進 

レンタサイクル
貸し出し事業 

駅や公共施設等の地域拠点を中心にレンタサ
イクルを用意し、自転車の利用及びシェアリン
グを推進します。 

自転車走行環境
の整備 

自転車走行帯にカラー表示・ピクトグラム（自転
車ナビマーク）を表示し、利用しやすくします。 

自転車利用環境
の整備 

自転車通行帯の
整備 

駅へのアクセスを中心に自転車が安全に走行
できる通行帯を整備します。 

駐輪場の整備 
自転車を利用しやすい環境づくりのため、駐輪
場の整備を進めます。 

エコドライブの
推進 

エコドライブ実
践に関する普及
啓発 

アイドリングストップや急発進の抑制など、燃
料を効率的に消費するエコドライブについて
普及啓発を行います。 

電気自動車の普
及促進 

急速充電設備の
整備 

区内において電気自動車用の急速充電設備の
普及促進を図ります。 

燃料電池自動車
の普及促進 

燃料電池自動車
の普及促進 

燃料電池自動車の普及啓発に資する情報提供
を行っていきます。 

公共交通の環境
配慮推進 

地球環境に配慮
した公共交通及
び施設の推進 

バス事業者に対し、燃料電池バス、ハイブリッ
ドバス、圧縮天然ガス※バス（CNG)など、環境
に配慮した車両の導入や、ソーラー内照式標識
柱・上屋、照明の LED 化を推進します。 

再配達の削減 
再配達削減対策
の普及啓発 

宅配ボックスの設置・利用や宅配便を 1回で受
け取るための工夫など、宅配便の再配達を減ら
すための対策に関する普及啓発を行います。 

 

３Ｒの推進 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

ごみ減量
キャンペ
ーン 

マイバッグ運動 
マイバッグ運動を展開し、レジ袋の削減によるごみ量
の減少をめざします。 

長く使おう運動 
「必要なものだけを」「大切に使う」ことを広く PR
します。リサイクル・バンク、フリーマーケットやリ
サイクルショップ協力店の情報を発信します。 

簡易包装運動 
小売店での簡易包装やばら売りを奨励し、区民にエコ
ストアの情報を提供します。 

分別と資源利用 
イベント等で発生する容器や紙の分別を徹底し、資源
化を進めます。 

小型家電リサイ
クルの推進 

ごみの減量と資源の有効活用、埋立処分場の延命を図
るため、小型家電に含まれているレアメタルをはじめ
とした金属のリサイクルを推進します。 

食育の推進 
｢買いすぎない、作りすぎない、食べ残さない｣の｢３な
い｣の普及によりごみを減らす取組を推進します。 

食べきり推進運
動 

外食時や家庭での食べ残しの削減を促進し、食品ロス
の削減を図ります。 

リサイクル本の
配布 

軽微な汚れや破損等の図書をリサイクル本として各
図書館やイベントにて無料配布します。 
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■違いを知って食品ロス削減 

賞味期限：おいしく食べることができる期限。この期限を過ぎ

ても、すぐに食べられなくなるわけではない。 

消費期限：期限を過ぎたら食べない方が良い。 

 毎月    は「もったいないクッキングデー」 

 野菜の皮や芯、残ってしまったおかずなどを活かした料理

をしましょう 
 
 毎月    は「冷蔵庫クリーンアップデー」 

 冷蔵庫などの賞味期限・消費期限の近い食品、眠ったまま

なかなか使わない食品を積極的に使った料理をしましょう

 
食べ残しの削減等に取り組む店舗を「食べきり推進店」として登録し、 

区ホームページ等で紹介しています。 

 食べきることができる量を注文しましょう 

 乾杯後、       は席を立たずに料理を楽しみましょう 

 お開き前、      は席に戻って再度料理を楽しみましょう 

そこで、江戸川区では、食品ロスの削減に取り組んでいます！ 

30 分間 

10 分間 

10 日 

30 日 

スイカやにんじんの
皮、なすのへた、残り
がちな乾物を活用した
レシピを紹介！ 

江戸川区では、年間約 1.7 万 t の 

まだ食べられる食品が捨てられています。

日本全体では、年間約 621万 t の 

まだ食べられる食品が捨てられています。

おそとで実践！30･10運動 

おうちで実践！30･10運動 

 
約半分は 

家庭ごみから 

発生 
 

一人あたり年間で

お茶碗約160杯分

に相当 

食品ロス 

（環境省 HPより、2017 年 4月公表） （環境省資料から推計、2016 年度）

宴会での食べ残しを減らそう！ 

家庭での食品ロスを減らそう！ 

≪問い合わせ先≫ 

江戸川区環境部 

清掃課ごみ減量係 

TEL 03-5662-1689 

その他の 

食品ロス 

削減の取組 

コラム 
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環境を保全し活かすまちをつくります 

基本方針 

温室効果ガスを減らすために、区民や事業者の努力に頼るだけでなく、環境にやさ

しいまちづくりを進め、気候の変化に適応する仕組みをつくります。 

 

１ 低炭素なエネルギーを使うまちづくり 

 

２ 水とみどりのまちづくり 

 

３ 気候変動に適応する仕組みづくり 

 

４ ３Rの実践による循環型まちづくり 

 

施策 

低炭素なエネルギーを使うまちづくり 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

エネルギー自
給率の向上 
 

再生可能エネ
ルギー等の導
入促進 

太陽光発電やガスコージェネレーションシステム、
燃料電池などの分散型発電設備の導入やソーラーシ
ステム、ヒートポンプなどのエネルギー効率の高い
設備の導入促進を図ります。 

スマートコミ
ュニティの構
築検討 

再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備ととも
に情報通信技術によりエネルギーを効率的に利用す
るスマートコミュニティの構築を検討します。 

災害拠点の整
備 

再生可能エネルギー等を利用した自立・分散型のエ
ネルギーシステムによる避難所の整備を図ります。 

商店街が実施
するエコに関
するイベント
事業に補助 

商店街エコイ
ベント支援事
業 

商店街とえどがわエコセンターが連携して実施する
エコに関するイベント等に対して補助金を支出しま
す。 

太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入など、低炭素なエネルギーを使うまち

づくりを進めます。 

屋上緑化や壁面緑化などを含め、建築物の環境性能向上のための取組を進めま

す。公園や緑地、親水緑道などの水と緑の空間を保全し広げます。 

集中豪雨の発生や熱中症患者の増加など、気候変動による様々な影響への適応策

の検討と導入を進めます。 

３R：リデュース（発生抑制）・リユース（再使用）・リサイクル（再利用）に

広く取り組み、循環型まちづくりを進めます。 
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施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

商店街装飾灯
の LED 化 

省電力型街路
灯設置補助及
び貸付 

商店街が所有する装飾灯の LED 化に必要な費用の一
部に対する補助や、必要に応じて貸付を行います。 

コミュニティ
ファンド※の
活用 

コミュニティ
ファンド活用
の研究 

ファンドの手法による再生可能エネルギーの導入な
どを検討します。 

エコポイント 
エコポイント
算定方法の検
討 

もったいない運動に参加した区民等の温室効果ガス
の削減に対する貢献度をポイントなどで表現できる
算定方法を検討します。 

 

水とみどりのまちづくり 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長 

環境配慮型
建築 

建築物環境計
画書制度の普
及啓発 

環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場
の形成と、建築主の自主的な取組を目的に東京都が
建築物計画書制度を推進しています。 
都と連携しながら制度の情報発信と普及拡大を図
っていきます。 

建築物の省エ
ネ基準に関す
る情報発信 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
に基づく省エネ基準の適合義務等について、関連機
関と連携しながら情報発信と啓発を行います。 

住宅の環境性
能評価制度の
普及啓発 

環境性能の高い住宅について長期優良住宅認定や
低炭素住宅認定、環境性能表示などの制度を通じて
普及拡大を図るとともに、関係機関と連携しなが
ら、税制優遇や融資、緩和措置などの情報発信と啓
発を行います。 

水とみどり
のネットワ
ーク 

江戸川区みど
りの基本計画
の推進 

水とみどりのネットワークで、自然とふれ合える
「いのちのオアシス」をつくります。 

屋上緑化、 
壁面緑化 

屋上緑化、壁
面緑化の普及
促進 

屋上緑化や壁面緑化の普及促進を進めるとともに、
一定規模以上の開発に対しては関連条例に則り指
導していきます。 

みどりのカー
テンの普及促
進 

窓の開口部を覆い、葉の蒸散効果による涼しさを生
む「みどりのカーテン」の普及促進を図ります。 

 

気候変動に適応する仕組みづくり 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期 

短 長 

環境配慮型
道路整備 

透水性舗装 

雨水が地下浸透する透水性舗装で歩道の整備を
行います。 

降った雨が地下浸透する透水性舗装を公園の舗
装に利用します。 

暑さ対策 
クールスポッ
ト※創出の検
討と普及啓発 

夏の暑い時間帯に一時的に暑さを回避すること
ができる場所の創出と提供を検討します。また、
区民等へクールスポットの利用を呼びかけます。 
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３Ｒの実践による循環型まちづくり 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期 

短 長 

3R の推進 

リユースカップ 
3R に関する新しい情報を発信します。イベン
ト時にはリユースカップなどを取り入れ、ご
みを減らします。 

講座講習 
リフォーム講習会など、ものを大切に長く使
う講座を支援します。 

 

 

古 着 

古着･古布リサイクル回収は、ごみの減量やもったいない運動の一環として行っている

取組です。不用になった古着や古布を、古着･古布リサイクル回収に出してリサイクルし

ましょう！ 

●Tシャツ、デニム、
スーツ、着物、帯、
セーター など 

回収できるもの 

古 布 

●ハンカチ、毛布、 
タオル、布団カバー 
カーテン など 

●泥や油汚れのあるもの、 
雨カッパ、くつ、 
ぬいぐるみ、枕 など 

回収できないもの 

燃やすごみ 

に出してください。 

●座布団、布団、マットレス、 
カーペット など 

粗大ごみ 

に出してください。 

問い合わせ先：江戸川区環境部清掃課ごみ減量係 TEL03-5662-1689 

●中古衣料として、主に東南アジアで利用 
●ウエス(工業用ぞうきん)として利用 
●布をほぐして、わた状に戻して再生繊維として利用 
(軍手、ソファーのクッション材など) 

回収方法 

回収場所や日時は区ホームページをご覧下さい。 

注①各施設での保管・受け取りは出来ませんのでご注意ください。 

注②自動車での持込みは事故防止や近隣住民の迷惑防止のためご遠

慮ください。自動車での持込みは、葛西清掃事務所に限ります。

注③資源・ごみの集積所に出されたものはリサイクルできません。 

注④家庭からでる古着・古布に限ります。 

古着･古布の利用方法 

江戸川区ごみ減量・ 

リサイクル推進キャラクター 

くるん 

洗って透明または半透明の袋に入れて移動回収車が待機している時間内に直接お持ちください。 

江戸川区　古着回収

ハンカチ 毛布 タオル 

T シャツ デニム スーツ 

コラム 
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区の事業活動に伴う温室効果ガスを減らします 

基本方針 

省エネルギー改修や次世代自動車の導入など、区の事業活動に伴う温室効果ガス排

出量の削減に率先して取り組みます。 

 

 

１ 建物の省エネ改修 

 

２ 次世代自動車の導入 

 

３ 再エネの積極的な利用 

 

４ グリーン購入の推進 

 

５ 省エネルギー活動の実践 

 

  

省エネルギー改修を積極的に導入し、区施設のエネルギー消費量を減らします。

公用車に電気自動車や燃料電池自動車などの次世代自動車を導入します。 

区施設に太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを導入します。屋上緑

化・壁面緑化の導入を進めます。 

物品等の調達時には、グリーン購入を進め、環境に配慮した製品を使用します。

庁舎などでの電気・ガス・燃料の使用量を減らすための省エネルギー活動を進め

ます。 
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施策 

建物の省エネ改修 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

省エネルギー 

改修 

省エネルギー

改修の実施 

LED 照明や高効率機器の導入など省エネルギー

改修を積極的に行います。 

エコ建築 
区施設工事の際は、外断熱工法や太陽熱反射塗

装などの省エネルギー工法を導入します。 

区道の街路灯

の LED 化 
区道の街路灯を水銀灯から LED に改修します。 

 
次世代自動車の導入 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

次世代自動車の

導入 

電気自動車な

どの次世代自

動車導入 

公用車の買い替え時にはハイブリッド※車、電

気自動車、燃料電池自動車などの次世代自動車

導入を検討します。 
 

再エネの利用 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

再生可能エネル

ギーなどの導入 

太陽光発電設

備の設置 

区建築物の新設時には、太陽光発電を取り入れ

ます。 

屋上緑化・壁面

緑化 

区建設物における屋上・壁面緑化、雨水利用を

進めます。 

公園等での太

陽光・風力利用 

公園等は、芝生や草地、土等保水性に配慮した

表面整備とするとともに、時計や照明にも太陽

光等の再生可能エネルギーの利用を進めます。 
 

グリーン購入の推進 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

環境に配慮した

物品等の調達 

グリーン購入 

区が購入する物品は、環境に配慮した製品を選

定します。また、区が使用する電気は、電気事

業者の二酸化炭素排出係数、再生可能エネルギ

ー利用割合等を評価の上、選定します。 

国産木材の調

達 

区施設の建設等に木材を使用する際には、国産

材の優先的な調達を検討します。 
 

省エネルギー活動の実践 

施策 事業名 実施イメージ 
実施時期

短 長

江戸川区環境行

動計画の取組の

推進 

江戸川区環境

行動計画の取

組の徹底 

事務事業の実施に伴う温室効果ガス排出削減を

めざした江戸川区環境行動計画の取組の徹底を

図ります。 

すくすくエコス

クール 

児童とともに

取り組む省エ

ネルギー・3R 

ごみの分別回収、裏面利用など、児童とともに

省資源・3R を実践します。扇風機やみどりのカ

ーテンなどにより、冷房だけに頼らない工夫を

します。 
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第６章 計画の推進 
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 計画の推進 

推進体制 

江戸川区では、一人ひとりが環境に配慮して暮らすまちの実現をめざし、区長を本部長

とし、区民・学校・団体・事業者などの代表者で構成される「エコタウンえどがわ推進本

部」を設置しています。毎年度実施する会議において、本計画の取組状況や将来に向けた

取組方針などについて話し合い、計画の発展を図っていきます。 

また、ＮＰＯ法人えどがわエコセンターは、地球温暖化の防止、資源循環、生物多様性

の保全、環境教育など多岐にわたる活動を行っています。えどがわエコセンターとして中

期計画（2018～2022 年度）を定め、本計画との連携を取りながら、区民・事業者・区と

協働し、日本一のエコタウンをめざして取り組んでいきます。 

 

 

 

  

 

エコタウン
えどがわ
推進本部

区民 事業者

区 

日本一のエコタウン 

一人ひとりが環境に配慮して暮らすまち 

第６章 
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進行管理の手法 

本計画は、計画（Plan）、実施（Do）、点検・評価（Check）、見直し（Action）の PDCA

サイクルにもとづく進行管理を行い、計画の推進と継続的な改善を図ります。 

毎年度開催しているエコタウンえどがわ推進本部会議では、取組の進捗状況の確認や今

後の方針に関する話し合いを行っています。また、区では行政評価制度にもとづき、区が

実施する事業についてその目的や経費等を明確にし、事業の必要性や効率性、目標に対す

る達成状況などを毎年評価しています。 

本計画の施策・事業は、エコタウンえどがわ推進本部会議や区の行政評価制度による点

検・評価を行い、必要に応じて施策の進め方等の見直しを行います。また、本計画に掲げ

た目標にもとづき、計画の進捗状況を点検します。 

 

 

 

 

 

取組状況の公表 

区の温室効果ガス排出量の状況や、温室効果ガス排出削減のための区民・事業者の取組

の状況、区の施策の実施状況については、毎年度、広報や区ホームページに掲載します。 
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